
尼崎市告示第１００号 

   尼崎市屋外広告物条例及び尼崎市屋外広告物条例施行規則に 

基づき市長が指定する区域について 

尼崎市屋外広告物条例（以下「条例」という。）第１５条第１項第６

号、第１６条第１項第６号、第１８条第２項第９号及び第３項第３号並

びに尼崎市屋外広告物条例施行規則（以下「規則」という。）別表第１

の市長が指定する区域を次のとおり定めた。 

  平成２１年４月１日 

尼崎市長 白  井    文  

１ 条例第１５条第１項第６号の市長が指定する区域         

名称 
区間 

区域 
始点 終点 

中 央 自 動 車 道

西 宮 線 （ 名 神

高速道路） 

西宮市境 大阪府境 その路端から２００メートル

以内の区域 

県 道 高 速 大 阪

西 宮 線 （ 阪 神

高速道路） 

その路端から５０メートル以

内の区域における道路の路面

高から高さ１５メートルまで

の空間 

県 道 高 速 湾 岸

線 （ 阪 神 高 速

道路） 

その路端から２００メートル

以内の区域 

２ 条例第１６条第１項第６号の市長が指定する区域 

  別図１において赤線で囲まれた区域 

３ 条例第１８条第２項第９号の市長が指定する区域 

  条例第１５条第１項各号に掲げる地域又は場所（条例第１６条第１

項第６号の市長が指定する区域を除く。） 

４ 条例第１８条第３項第３号の市長が指定する区域 



  条例第１５条第１項第１号、第２号及び第６号から第９号までに掲

げる地域又は場所 

５ 規則別表第１ １ 共通基準第５項第１号の市長が指定する区域

  別図２において赤線で囲まれた区域 

６ 規則別表第１ ２ 個別基準(5) 自己の敷地外に固定して設置す

る一般的なもの第４項第１号の市長が指定する区域 

名称 
区間 

区域 
始点 終点 

県道尼崎池田線 尼崎市東難

波町地内一

般国道２号

との交差点

伊丹市

境 

その路端から１００メー

トル以内の区域 

西日本旅客鉄道株式

会社山陽新幹線 

大阪府境 西宮市

境 

その路端から２００メー

トル以内の区域（用途地

域（都市計画法第８条第

１項第１号に規定する用

途 地 域 を い う 。 以 下 同

じ。）内におけるものに

限 る 。 ） （ 駅 構 内 を 除

く。） 

西日本旅客鉄道株式

会社福知山線 

大阪府境 伊丹市

境 

それぞれのその路端から

１００メートル以内の区

域（用途地域内における

ものに限る。）（駅構内

を除く。） 

西日本旅客鉄道株式

会社東海道線 

大阪府境 西宮市

境 

阪急電鉄株式会社神

戸線 

阪神電気鉄道株式会

社本線 

猪名川 伊丹市境 神崎川 それぞれのその河川の区



への合

流点 

域から展望することがで

きる地域のうち、当該区

域の境界線から１００メ

ートル以内の区域 

武庫川 西宮市・伊

丹市境 

河口 

藻川 伊丹市境 神崎川

への合

流点 






























